
 

 

 

 

協働のまちづくりのあり方の検討について 

 

１ 趣旨 

協働のまちづくりの仕組みや推進方策等の必要な事項を定めた明石市協働のまちづくり推

進条例が 2016年（平成 28年）に施行され 10年が経過し、2027年（令和９年）には全ての小

学校区に協働のまちづくり推進組織が設置される予定です。そこで、これまでの成果と課題を

整理し、次の 10 年を見据えた協働のまちづくりのあり方について、有識者や公募市民等から

なる検討会を設置し、検討を進めてまいります。 

 

２ 会議の概要 

⑴ 会議の名称 

  （仮称）協働のまちづくりのあり方検討会 

⑵ 委員構成 

学識経験者、校区まちづくり組織の代表者、分野型市民活動団体の代表者、事業者の代表

者、公募市民など 10名程度を予定しています。 

⑶ 主な検討事項 

  ・これまでの成果と課題の整理 

  ・10年後の協働のまちづくりのあり方 

  ・協働のまちづくり推進組織のあり方 

  ・制度と支援のあり方 

⑷ 開催回数 

年４回程度 

  

３ 令和８年度の主な予定 

  令和８年４月     公募委員の選考 ※令和８年３月 公募委員の募集開始 

      ７月     委員委嘱、第１回検討会の開催 

      ８月～１２月 第２回、第３回検討会の開催、市民ワークショップ等の開催 

  令和９年２月     第４回検討会の開催（提言書のまとめ） 

３月     生活文化常任委員会へ報告、市への提言 

生 活 文 化 常 任 委 員 会 資 料 
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